
1

広報あいづみさと
№180　令和2年11月15日発行お知らせ版 編集・発行　会津美里町広報委員会　☎55-1171
https:/ /www.town.aizumisato.fukushima.jp

　地域おこし協力隊として大
木瑠美子さんが着任しました。
　旅行会社での勤務経験を活
かして新しい会津美里町なら
ではの滞在型観光の創出に挑
戦します。

「地域の担い手」として
Ｕターン

製
造
業
を
営
む
事
業
所
の
皆
様
へ

も
の
づ
く
り
エ
ー
ル
給
付
金

を
交
付
し
ま
す

お知らせ
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
売
上
が
減
少
し
、
経
営
の
安
定
に

支
障
が
生
じ
て
い
る
製
造
業
等
を
支
援
す

る
た
め
給
付
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
交
付
対
象
者
：
次
の
①
か
ら
④
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
法
人
ま
た
は
個
人
事
業
主

①
令
和
元
年
11
月
１
日
以
前
か
ら
町
内
に

工
場
等
の
製
造
現
場
を
有
す
る
中
小
企
業
等

②
確
定
申
告
を
行
っ
て
い
る

③
国
の
「
持
続
化
給
付
金
」
の
交
付
を
受

け
た
者
ま
た
は
令
和
２
年
２
月
か
ら
令
和

３
年
１
月
ま
で
の
期
間
で
連
続
す
る
３
か

月
の
売
上
合
計
が
、
前
年
の
同
じ
期
間
の

売
上
合
計
と
比
較
し
て
20
％
以
上
減
少
し

て
い
る

④
金
融
機
関
等
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
融
資
を
受
け
て

い
る
。

▼
交
付
額
：
従
業
員
数
（
雇
用
保
険
加
入

者
）
に
応
じ
て
交
付

・
５
名
以
下
→
一
律
15
万
円

・
６
名
以
上
33
名
以
下
→
従
業
員
×
３
万
円

・
34
名
以
上
→
一
律
１
０
０
万
円

▼
申
請
期
間

　
11
月
２
日
㈪
～
令
和
３
年
２
月
28
日
㈰

▼
申
請
方
法
：
郵
送
に
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
、
産
業
振
興
課
窓
口
で
お
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。

※
受
付
期
間
内
消
印
有
効
。
郵
送
が
困
難

な
場
合
は
役
場
産
業
振
興
課
へ
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
必
要
書
類

①
申
請
書
兼
請
求
書

②
町
内
で
製
造
業
等
の
営
業
実
績
が
確
認

で
き
る
書
類（
登
記
事
項
証
明
書
の
写
し
、

許
認
可
証
の
写
し
な
ど
）

③
確
定
申
告
書
等
の
書
類

④
国
の
持
続
化
給
付
金
を
受
け
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
書
類
ま
た
は
対
象
月
の
減
収

が
確
認
で
き
る
書
類

⑤
融
資
を
受
け
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類

⑥
雇
用
者
が
確
認
で
き
る
書
類

⑦
本
人
が
確
認
で
き
る
書
類
（
個
人
事
業

主
の
み
）

⑧
振
込
口
座
が
確
認
で
き
る
書
類

問
／
産
業
振
興
課　
商
工
観
光
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
55
・
１
１
９
１

応援します
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国
指
定
史
跡「
向
羽
黒
山
城
跡
」

現
地
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

お知らせ
　
戦
国
時
代
の
山
城
跡
で
あ
る
「
向
羽
黒

山
城
」
の
現
地
説
明
会
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。
本
年
度
調
査
で
は
、
新
た
に

土
塁
や
石
列
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
城
が

稼
働
し
て
い
た
当
時
の
状
況
が
判
明
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。

▼
日
時
：
11
月
28
日
㈯　
10
時
～
12
時

▼
集
合
場
所
：
向
羽
黒
山
城
跡　
三
曲
輪

駐
車
場
（
字
船
場
地
内
）

▼
定
員
：
30
名

事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

事
業
系
ご
み
の
適
正
処
理
に

つ
い
て

お知らせ
　
事
業
系
ご
み
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
事
業
者
自
ら
が

適
正
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▼
事
業
系
一
般
廃
棄
物
と
は

　
事
業
系
ご
み
の
う
ち
、
産
業
廃
棄
物
に

該
当
し
な
い
ご
み
が
事
業
系
一
般
廃
棄
物

で
、「
生
ご
み
」「
紙
く
ず
」「
布
類
」
な

ど
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
一
般
家
庭
か

ら
出
る
ご
み
と
変
わ
ら
な
い
も
の
で
も
、

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

▼
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
処
理
方
法

　
事
業
者
は
「
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

許
可
業
者
」
へ
委
託
し
て
処
理
し
ま
す
。

◯
株
式
会
社
ジ
ー
・
エ
ス
・
ピ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
22
・
２
９
２
９

◯
会
津
清
掃
有
限
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
27
・
０
２
６
９

◯
有
限
会
社
若
松
環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
28
・
５
１
１
６

◯
有
限
会
社
東
北
環
境
エ
ン
ジ
ニ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
84
・
３
６
８
０

◯
会
津
美
里
町
一
般
廃
棄
物
協
業
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
85
・
６
８
３
５

◯
松
浦
商
事
株
式
会
社

　
11
月
12
日
～
25
日
は
「
女
性
に
対
す
る

暴
力
を
な
く
す
運
動
」
の
期
間
で
す
。

　
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
、
性
犯
罪
、
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
、
売
買
春
、
人
身
取
引
や

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
、
こ
れ
ら

の
暴
力
は
、
人
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ

り
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
行
為
で
す
。
こ

女
性
に
対
す
る
暴
力
の

根
絶
を
目
指
し
て

お知らせ

こ
ん
な
ご
み
は
ど
う
や
っ
て

ダ
ス
ト
い
い
の
!?

お知らせ
　

ガ
ラ
ス
な
ど
の
割
れ
物
等
を
出
す
際

は
、
透
明
も
し
く
は
半
透
明
の
袋
に
入
れ

て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
袋
が
破
け
る
等
し
た
場
合
は
段
ボ
ー
ル

に
入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
段
ボ
ー
ル
は
後
日
、
資
源
ご
み
の
日
に

回
収
し
ま
す
。

▲段ボールは蓋をしないでください

後
期
観
光
振
興
計
画
及
び
ア

ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
関
す
る

町
民
懇
談
会
の
お
知
ら
せ

お知らせ
　
平
成
28
年
２
月
お
よ
び
平
成
29
年
２
月

に
策
定
し
た
会
津
美
里
町
観
光
振
興
計
画

及
び
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
で
は
、「
観
光

地
と
し
て
の
受
け
入
れ
基
盤
整
備
」「
着

地
型
観
光
の
確
立
」「
観
光
ま
ち
づ
く
り

の
推
進
」「
地
域
連
携
に
よ
る
観
光
事
業

の
拡
大
」
の
４
つ
の
施
策
を
柱
に
、
観
光

消
費
額
・
観
光
入
込
客
数
の
向
上
を
全
体

目
標
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

前
期
基
本
計
画
の
評
価
・
効
果
検
証

と
、
今
後
の
課
題
と
方
向
性
を
確
認
し
た

上
で
、
目
標
達
成
に
向
け
よ
り
効
果
的
な

後
期
５
か
年
の
観
光
振
興
の
戦
略
を
検
討

し
、
計
画
を
改
定
す
る
予
定
で
す
。

　
策
定
に
あ
た
り
、
後
期
観
光
振
興
計
画

及
び
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
関
す
る
町
民

懇
談
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
皆
様
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
及
び
開
催
場
所

　
11
月
28
日
㈯　
10
時

　
　
　
　
役
場
本
庁
舎
２
階　
大
会
議
室

▼
懇
談
会
内
容
：
後
期
観
光
振
興
計
画
及

び
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
つ
い
て

問
／
産
業
振
興
課　
商
工
観
光
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
55
・
１
１
９
１

み
さ
と
応
援(

エ
ー
ル)

プ
レ

ミ
ア
ム
付
商
品
券
取
扱
店
の

換
金
期
限
に
つ
い
て

お知らせ
　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
取
扱
店
の
換
金

に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
確
認
い
た
だ
き
、
漏
れ
の
無
い
よ

う
換
金
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
は
令
和

２
年
11
月
30
日
㈪
を
も
っ
て
利
用
期
間
が

終
了
と
な
り
ま
す
の
で
、
期
限
内
の
お
買

い
物
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
換
金
日

＊
小
規
模
店
舗　

11
月
20
日 

㈮
／
12
月

７
日
㈪
／
12
月
21
日
㈪
／
12
月
22
日
㈫

【
最
終
換
金
日
】

＊
大
型
店　
11
月
24
日
㈫
／
12
月
８
日
㈫

／
12
月
23
日
㈬
【
最
終
換
金
日
】

※
10
時
～
12
時
／
13
時
～
16
時
ま
で
の
受

付
と
な
り
ま
す
。

問
／
会
津
美
里
町
商
工
会

　
　
　
　
高
田
本
所　
☎
54
・
２
４
２
９

　
　
　
　
本
郷
支
所　
☎
56
・
２
５
９
４

　
　
　
　
新
鶴
支
所　
☎
78
・
２
１
６
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
27
・
４
４
３
３

◯
株
式
会
社
佐
藤
総
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
24
・
５
９
３
３

◯
株
式
会
社
い
い
で　

　
　
　
　
☎
０
２
４
１
・
38
・
３
８
０
８

※
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
大
量
の
生
ご
み

が
あ
っ
た
場
合
、
事
業
系
一
般
廃
棄
物
と

判
断
し
、収
集
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
／
町
民
税
務
課　
生
活
環
境
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
55
・
１
１
６
６

※
ガ
ラ
ス
は
土
の
う
袋
や
肥
料
袋
に
入
れ

て
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
／
町
民
税
務
課　
生
活
環
境
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
55
・
１
１
６
６

みさと縁結びみさと縁結びフィーリングコンフィーリングコン 2020.11.28 ㈯　2020.11.28 ㈯　
18：30　START18：30　START

　出会いのきっかけはどこにある？職場？サークル？ＳＮＳ？考えるより即行動！
　まずは少人数の合コンに参加してみませんか？
▶場　　所：寧々家　会津（会津若松市駅前町１-10　会津若松駅前食品館ピボット隣）
▶定　　員：男女各２～５名　※男性は町内に在住または勤務の方、女性は居住地問わず参加可能
▶参 加 費：男性４５００円／女性２５００円　
▶申込方法：みさと縁結び応援センターへ電話または専用フォームからお申し込みください。
　　　　　　＊みさと縁結び応援センター　☎ 93・7470　（日・祝日を除く９時～ 16時 30分）
　　　　　　＊携帯電話　☎ 080・9250・2616（日・祝日可） こ　ち　らこ　ち　ら

お
申
込
み
は

お
申
込
み
は

心
の
健
康
相
談

お知らせ
　
精
神
的
な
悩
み
で
お
困
り
の
方
、
ま
た

は
そ
の
家
族
の
相
談
に
精
神
科
医
が
応
じ

ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
気
軽

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
：
11
月
24
日
㈫
／
12
月
８
日
㈫

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▼
場
所
：
会
津
保
健
福
祉
事
務
所

▼
内
容
：
精
神
科
医
師
に
よ
る
個
別
面
接

▼
費
用
：
無
料

▼
申
込
方
法
：
電
話
予
約

問
／
会
津
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
29
・
５
２
７
５

▼
申
込
方
法
：
教
育
文
化
課
ま
で
電
話
に

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
間
：
11
月
19
日
㈭
～
26
日
㈭

　
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
締
切

▼
そ 

の 

他　

・
荒
天
の
場
合
は
中
止
と
な
り
ま
す
（
小

雨
決
行
）。

・
歩
き
や
す
い
靴
、
服
装
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

・駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

駐
車
場
か
ら
現
地
ま
で
離
れ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に

ご
協
力
願
い
ま
す
（
マ
ス
ク
着
用
、
手
指

消
毒
等
）

問
／
教
育
文
化
課　
文
化
係　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
55
・
０
３
４
４

の
運
動
を
機
会
に
、
女
性
に
対
す
る
暴
力

の
根
底
に
あ
る
女
性
の
人
権
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

◆
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ
：
配
偶
者
等
か
ら
の
暴

力
に
悩
ん
で
い
る
こ
と
を
、
ど
こ
に
相
談

す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
方
の

た
め
に
、
全
国
共
通
の
電
話
番
号
か
ら
相

談
機
関
を
案
内
す
る
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
発
信
地
等
の
情
報
か
ら
最
寄
の
相
談
機

関
の
窓
口
に
電
話
が
自
動
転
送
さ
れ
、
直

接
ご
相
談
が
で
き
ま
す
。

問
／
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
男
女
間
暴

力
対
策
課

　
　
　
　
☎
０
３・５
２
５
３・２
１
１
１
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●建設水道課　管理係
　　　　　☎ 5 5 ・ 1 1 8 1

町営住宅入居者を募集します
受付期間は11月18日㈬から12月1日㈫まで

◆入居者資格（次の①から⑦の条件をすべて満たすこと）
　①同居する親族がいること。
　　※単身入居が可能な方：60歳以上の高齢者、身体障がい者（1～4級）、生活保護受給者など
　②住宅に困っていること。
　③家賃を支払えること。
　④税金、町使用料（水道料等）を滞納していないこと。
　⑤入居しようとする世帯全員の収入総額が入居収入基準の範囲内であること。
　　（詳しくは下記の入居資格収入基準早見表をご覧ください）
　⑥申込者及び入居予定者が暴力団員でないこと。
　⑦入居決定の際には敷金（家賃の3か月分）の納付が必要となります。
◆申込方法
　申込書に必要事項を記入し、下記の書類を添付し受付期間内に建設水道課へお申し込みください。
　※土日、祝日は除く。
　申込書は本郷支所、新鶴支所にもあります。
　【添付書類】令和２年度所得証明書（31年分）・町様式の完納証明書（滞納がないことを証明するもの）
　　　　　　　使用料等納入確認同意書・住民票謄本・申込理由書・現住居位置図
◆入居者決定方法　
　　１つの住宅に対し複数の申し込みがあった場合は、会津美里町営住宅入居者選考委員立会いにより住宅困窮度を
　審議し、住宅困窮度による当選率での公開抽選となります。
◆入居時期　１月下旬予定
　（注）・添付書類に不備のある方や、期限を過ぎてからの申し込みは受け付けることができません。
　　　　　また、申込書の受付後であっても書類審査及び実態調査の結果、申込資格のないことが判明した場合は無効と
　　　　　なります。
　　　　・家賃については、入居者の収入に応じて算定されますので、詳しくは建設水道課までお問い合わせください。
　　　　・駐車場使用料は、家賃とは別にお支払いただきます。

【入居資格収入基準早見表】（詳細については建設水道課までお問い合わせください）

階層
収入基準 世帯数別年収及び所得上限（単位：円）
（月額） 世帯人数 単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯

一般
158,000 収入 2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999 4,947,999

以下 【所得】 【1,896,000】 【2,276,000】 【2,656,000】 【3,036,000】 【3,416,000】

裁量
214,000 収入 3,887,999 4,363,999 4,835,999 5,311,999 5,787,999

以下 【所得】 【2,568,000】 【2,948,000】 【3,328,000】 【3,708,000】 【4,088,000】
【収入基準の計算方法】
　収入基準＝（所得額－380,000円×同居親族数－他該当する控除）÷12か月
　※裁量階層とは
　　・入居者または同居者の中で障がいの程度が１～４級の方がいる世帯
　　・入居者が60歳以上で、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯
　　・小学校就学前の子どもがいる世帯

◆募集住宅　4戸（下記一覧）

地域 団地名 号棟 階数 規模 面積
（㎡） 建築年度 構造 駐車場

（台） その他

高田

下中川

C1 号棟
402 号室 4 3 ＤＫ 70.8 平成 9 中層耐火

4 階建て 1 合併浄化槽設置済み
浴槽・ボイラーなし

C2 号棟
403 号室 4 3 ＤＫ 70.8 平成 10 中層耐火

4 階建て 1 合併浄化槽設置済み
浴槽・ボイラーなし

柳台 1 号棟
302 号室 3 3 ＤＫ 62.3 平成 3 中層耐火

3 階建て 1 合併浄化槽設置済み
浴槽・ボイラーリース

布才地 1 号棟
206 号室 2 3 ＤＫ 60.9 昭和 55 中層耐火

4 階建て 1 合併浄化槽設置済み
浴槽・ボイラーなし

児童クラブ ( 放課後児童健全育成事業 ) とは…
　保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に放課後に遊びと生活の場を提供し、健全な育成
を図ることを目的とした事業です。
▶対象児童：就労等により昼間保護者が家庭にいない児童
▶利用期間：令和３年４月１日から令和４年３月 31 日
▶利用時間：月曜日～金曜日　　　   下校時から午後６時まで
　　　　　　土曜日　　　　　　　   午前７時から午後６時まで
　　　　　　長期休暇（夏休み等）　 午前７時から午後６時まで
　　　　　　延長利用　　　　　　   午後７時まで（別途申請、延長利用料が発生します。）
▶休 業 日：日曜日、祝日、年末年始、その他
▶費　　用：無料（おやつ代等として月 2,000 円程度の負担あり）
　　　　　　延長利用の場合：１日あたり 200 円（月 2,500 円が上限）
　　　　　　※月に 13 日以上利用した場合でも延長利用料は 2,500 円
▶受付期間：11 月 24 日㈫から令和２年 12 月 25 日㈮まで
▶受付場所：教育文化課または各児童クラブ
▶提出書類：①児童クラブ登録申請書　②事前調査票（申請書裏面）　③保育を必要とする事由を証明
　　　　　　する書類（就労証明書等）　④児童クラブ延長利用申請書（希望する場合）
　　　　　　※申請書等は教育文化課、本郷・新鶴こども園、認定こども園ひかり・きぼう、各児童ク
　　　　　　ラブに備え付けてあります。町ホームページからもダウンロードできます。
▶定員及び開設場所

　　　　※令和３年度に新１年生になる児童で、児童クラブの登録が必要な場合もこの期間に手続きを
　　　　してください。
　　　　※希望者の増加により定員を超過する場合は、児童クラブを利用する必要性を考慮し登録の可
　　　　否を決定します。

児童クラブ名 定　員 開　設　場　所 電話番号

高田児童クラブ 115 名 高田児童館・高田児童クラブ館 高田小学校内 54・5260

宮川児童クラブ 80 名 宮川児童クラブ館・宮川小学校内 54・5111

本郷児童クラブ 80 名 本郷小学校内 56・2183

新鶴児童クラブ 65 名 新鶴小学校内 78・2875

令和３年度児童クラブ登録申請の受付を開始します 教育文化係 こども教育係
　　　　　☎ 55・0344

　町内の直売所や生産者による農産物の直販イベ
ントが次のとおり開催されます。 町内で生産さ
れた地場産野菜や加工品を取り揃えておりますの
で、ぜひご来場ください。
▶日　時：11 月 23 日㈪　10 時～ 13 時
▶場　所：高田地域 門前町通り一号公園
▶その他：雨天決行。当日は、マスク着用、手指
　　　　　消毒等の新型コロナウイルス感染症対
　　　　　策にご協力をお願いします。
           問／㈱会津美里振興公社　☎ 57・1175

農産物の直販イベントが開催されます

　林退共は林業界で働く方のために国が作った退
職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、従業者の働いた
日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼
り、その従事者が林業界をやめたとき
に林退共から退職金を支払うという、
いわば林業界全体の退職金制度です。
　詳しくはお問い合わせください。
問／独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部　☎ 03・6731・2889

林業退職金共済制度（林退共）について



6

休　日　当　番　医休　日　当　番　医

日付 病院 電話番号

11 月 22 日㈰

内科 吉田内科（小） 27・0537

外科 やまうち整形外科クリニック 85・7442

小児科 わたなべクリニック 24・0506

11 月 23 日㈪
内科 二瓶クリニック（小）58・3885

外科 仙波耳鼻咽喉科医院 26・4133

11 月 29 日㈰
内科 手塚医院（小） 27・5618

外科 山口皮ふ科医院 28・9119

12 月  ６日㈰
内科 佐藤内科小児科医院（小）27・3786

外科 蛯谷整形外科医院 24・6511

12 月 13 日㈰
内科 斎藤医院 27・1112

外科 穴沢耳鼻咽喉科医院 29・0033

日付 病院 電話番号

11 月 22 日㈰ 平野医院 83・2243

11 月 23 日㈪ もこぬま内科消化器科医院 56・5622

11 月 29 日㈰ 県立宮下医院 0241・52・2321

12 月  ６日㈰ 荒井医院 83・2224

12 月 13 日㈰ 遠山眼科医院 83・2011

両沼地域 若松地域 ※（小）→小児科診療可能医療機関

♦次の３医療機関は当番日以外でも急病者は診察し

　ています。

①夜間急病センター　☎ 28・１１９９
　＊受付時間：午後６時 30 分～午後 10 時 30 分

②高田厚生病院　　　☎ 54・２２１１
③坂下厚生総合病院　☎ 83・３５１１

当番医療機関は変更となることがありますので、受診する際は医療機関に確認してください。
また、町ホームページからも確認できます。

　新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等は、令和３年度に限り事
業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の特例措置により、税額の軽減を受けることができます。

【対象となる中小企業者・小規模事業者】
　１：資本金又は出資金の額が１億円以下の法人　※大企業の子会社を除く
　２：資本金又は出資金を有しない法人のうち従業員が１，０００人以下の法人
　３：常時使用する従業員数が１，０００人以下の個人

【軽減の対象】町内の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税
【軽減の基準】
　令和２年２月～１０月までの任意の連続する３か月間の売上高を前年の同期間と比較し、売上高減少の
程度に応じた軽減率を適用します。
　・対前年同期比　５０％以上減少　　　　　　・・・　全額を免除
　・対前年同期比　３０％以上５０％未満減少　・・・　２分の１を免除　

【申告方法】
　町が定めた申告書様式（※ 1）を使用し、認定経営革新等支援機関等（※ 2）に申告内容の確認を受け
たうえ、町に申告してください。

（※１）申告書様式は、本庁舎町民税務課、本郷・新鶴支所窓口または町の HP から入手できます。
（※２）税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営強化法に規定する支援機
関等（税理士や公認会計士、金融機関、商工会など）

【申告の流れ】
　①　認定経営革新等支援機関等へ申告内容の確認依頼
　②　認定経営革新等支援機関等にて申告内容の確認を受ける
　③　②で確認を受けた申告書を、事業者が町へ提出（郵送可※２月１日消印有効）

【申告受付期間】　令和３年１月４日～令和３年２月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問／町民税務課固定資産税係　電話５５－１１６６

新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の軽減措置について


